
問題の把握
当該生徒は、中学校入学当初から欠席が多く、第２学年10月から無気力、怠惰により不登校と

なった。当該生徒の父親が、当該生徒を強引に登校させたが、当該生徒は校内に入ることができ
なかった。当該生徒が自分の気持ちを周りに伝えられないことや当該生徒が何を考えているか全
く分からない状況を心配した当該生徒の両親が学校に相談し、適応指導教室の通級を開始した。

対応状況
○第２学年11月に、当該生徒の両親からの相談を受けた学校からの支援要請により、当該生徒の
学校復帰に向け、学校・家庭及び適応指導教室との連携した取組を開始した。

学校の対応 適応指導教室の対応

【第２学年(12月)】
【第２学年(11月)】 【通室】 ・当該生徒及び両親の来所を受け
・両親からの相談を受 施設見学と施設利用についての
け、ＳＣと相談する機 【家庭訪問】 相談を行った。
会を設けた。ＳＣは当 【第３学年(５月)】
該生徒の状況から適応 ・当該生徒及び両親から通級希望
指導教室へ相談するこ の連絡を受けた。
とを勧めた。 ・学校からの支援要請を受け、学

【第３学年(５月)】 校と家庭の様子を聞き取り、医
・適応指導教室から相談 療機関と連携を図った結果、当
結果の報告を受け、学 該生徒は境界域の知的発達、感
校での対応の進め方を 性の特異性、コミュニケーショ
担当者会議で協議し、 ンの偏り及び自閉症スペクトラ
その内容を職員会議で ムと診断された。
確認した。 ・診断結果を踏まえ、支援会議で

【第３学年(６月)】 今後の支援計画を立てた。
・通級指導が決定したこ 【第３学年(６月)】
とから、学習指導及び ・引きこもり傾向にあった当該生
評価、出席扱い等につ 徒に対し、毎日、家庭訪問を行
いて、適応指導教室と って通室を働きかけるととも
連絡を密にしながら当 に、１学期途中から送り迎えを
該生徒への支援内容を して通級の定着を図った。
確認した。 ・指導内容は当該生徒の自己肯定

・適応指導教室には当該 感を育むことができるものを優
生徒の学習・生活状況 先し、学習以外にも得意なこと
から指導の参考となる に取り組ませた。
ものを情報提供した。 【第３学年(11月)】

【第３学年(11月)】 ・当該生徒が高校進学の希望を示
・適応指導教室での当該 したことから、送り迎えなしで
生徒の状況を踏まえ、 の通級を促し、欠席もなくなっ
進路に関する情報の提 た。当該生徒の学習意欲も高ま
供や家庭との連携を継 りに合わせ、下学年の学習内容
続して行った。 の復習も計画的に行わせた。

○第３学年12月現在、当該生徒は高校進学の目標に向け適応指導教室に欠席せずに通級している。

不登校の問題に対応するためのポイント
・学校・家庭・適応指導教室が発達障害境界域の特性をもつ児童生徒の「分からなさ」による
る不安を共通理解して対応することで、学習への自信や進路実現への意欲をもたせること。

・寡黙で自己開示ができない傾向の児童生徒の内面を共有し、言葉による表現ができるまで待
ったり、困っている時に耳を傾けたりするなど、児童生徒の特性を理解した支援を行うこと。

不登校児童生徒への対応事例１３（中学校第３学年女子）

～進路実現に向けた適応指導教室との行動連携による対応～
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